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1.保険料の概要について

 令和7年度の沖縄県広域高齢者医療保険料率は次のとおりです。

基礎控除額とは 総所得金額等とは

 根拠法：地方税法第314条の2第2項

2,450万円超～2,500万円以下 15万円 ・営業所得

合計所得金額 基礎控除額 ・年金所得（年金収入-公的年金控除額）

2,400万円以下 43万円 ・給与所得（給与収入-給与所得控除額）

1.後期高齢者医療制度

　後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担
の明確化を図るため、医療給付費の約5割を公費、
約4割を他医療保険からの支援金、残りの約１割を
被保険者の保険料で運営しています。

2,400万円超～2,450万円以下 29万円 ・農業所得

2.保険料の賦課・納付対象者

　後期高齢者医療制度においては、被保険者一人ひとりに対して保険料が賦課され各々が納付
義務者となります。

3.保険料の決まり方

　保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて決ま
る「所得割額」の合計額となります。

一人当たりの
保険料（年額）

均等割額 所得割額

＝
56,400円

＋ 基礎控除後の
総所得金額等×11.60％

 （旧ただし書所得）
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2,500万円超 0円 ・不動産所得

・その他の所得　　　　ほか

公費

約5割
後期高齢者

支援金 約4割

保険料 約1割



4.保険料の軽減

①所得の低い方に対する均等割額の軽減

②被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

5.保険料の減免

　当該制度に加入する前日に被用者保険（健康保険組合や共済組合等）の被扶養者であった
方は、保険料が軽減されます。※市町村国保や国保組合は対象となりません

当該制度に加入する前日に
被用者保険の被扶養者であった方

軽減対象者

※65歳以上の公的年金受給者は、均等割額軽減判定において年金所得から15万円が控除され
ます。

軽減割合

加入した月から２年間は、保険料の均等割額
が５割軽減されます。（所得割額の負担はあ
りません。）
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　所得の低い世帯の方については、被保険者の属する世帯(世帯主＋被保険者)の総所得金額等
に応じて次の基準により、保険料の均等割額が軽減されます。

基礎控除額（43万円）＋56万円×世帯に属す
る被保険者数を超えない世帯

基礎控除額（43万円）＋30.5万円×世帯に属
する被保険者数を超えない世帯

基礎控除額（43万円）を超えない世帯

総所得金額等の合計額が
次の金額以下の世帯

(本則) 軽減割合

７割 　　７割軽減後（16,920円）

５割 　　５割軽減後（28,200円）

　震災、火災、風水害等の災害により住宅等の財産に損害を受けた場合や、干ばつ等の災害
により農作物等の不作に見舞われた場合、及び失業、事業の休廃止等により収入が著しく減
少した場合、一定の基準を満たせば、保険料の減免を受けられる場合があります。

２割 　　２割軽減後（45,120円）



（例）年金収入のみの場合

　・均等割軽減判定所得＝（公的年金収入-公的年金控除額）-150,000円

　・旧ただし書き所得＝（公的年金収入-公的年金控除額）-基礎控除額

　＜後期高齢者の単身世帯＞ （均等割額　年金控除額　1,100,000円、所得割額　基礎控除額　430,000円）

　＜後期高齢者の夫婦二人世帯＞ （均等割額　年金控除額　1,100,000円、所得割額　基礎控除額　430,000円）

6.保険料の計算例

妻 80万円
均等割額 軽減判定所得

※均等割軽減は世帯（世帯主及び被保険者）の総所得水準に応じて軽減されます。よって、世帯で同じ軽減割合とな
ります。

0 円 - 56,400 円
56,400 円

所得割額 旧ただし書所得 0 円 - 0 円
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2 割 45,120 円
45,120 円

所得割額 旧ただし書所得 0 円 - 0 円

夫 281万円
均等割額 軽減判定所得 1,560,000 円 - 56,400 円

204,880 円
所得割額 旧ただし書所得 1,280,000 円 - 148,480 円
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夫 277万円
均等割額 軽減判定所得 1,520,000 円

妻 80万円
均等割額 軽減判定所得 0 円

0 円

2 割 45,120 円
188,960 円

所得割額 旧ただし書所得 1,240,000 円 - 143,840 円

114,040 円
所得割額 旧ただし書所得 740,000 円 - 85,840 円
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夫 227万円
均等割額 軽減判定所得 1,020,000 円

妻 80万円
均等割額 軽減判定所得 0 円 5 割 28,200 円

28,200 円
所得割額 旧ただし書所得 0 円 -

- 0 円
妻 80万円

均等割額 軽減判定所得 0 円 7 割

5 割 28,200 円

公的年金
収入額

各所得等 金額 軽減割合 保険料

1

夫 80万円
均等割額 軽減判定所得 0 円 7 割 16,920 円

16,920 円
所得割額 旧ただし書所得 0 円 - 0 円

16,920 円
16,920 円

所得割額 旧ただし書所得 0 円

56,400 円
137,600 円

所得割額 旧ただし書所得 700,000 円 - 81,200 円
4 223 万円

均等割額 軽減判定所得 980,000 円 -

125,740 円
所得割額 旧ただし書所得 695,000 円 - 80,620 円

3 222.5万円
均等割額 軽減判定所得 975,000 円 2 割

- 51,620 円
2 197.5万円

均等割額 軽減判定所得 725,000 円 5 割

45,120 円

3

公的年金
収入額

各所得等 金額 軽減割合 保険料

16,920 円
16,920 円

所得割額 旧ただし書所得 0 円 - 0 円
1 153 万円

均等割額 軽減判定所得 280,000 円 7 割

28,200 円
79,820 円

所得割額 旧ただし書所得 445,000 円
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２．賦課編

「沖縄県後期高齢者医療広域連合電算処理システム（標準システム）」を起動し、

「ユーザー名」と「ログインパスワード」を入力しログインします。

・「ログイン」について
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今回は、「賦課業務」を選択します。

・市町村で基本的に使用するのは、太枠で囲っている①～⑤のボタンです。

①「所得入力」前住所地への所得照会や簡易申告書を受け取ったあと、入力を行うときに使用します。

②「保険料減免申請」保険料減免申請書を印刷するときに使用します。

③「賦課照会/保険料台帳」被保険者の賦課の内容を確認するときに使用します。

④「仮計算」新規で資格取得をした被保険者の保険料を試算するときに使用します。

⑤「保険料額仮清算」転出や死亡等により資格喪失をした被保険者の保険料の試算をするときに使用します。

※「仮計算」及び「保険料仮清算」を選択し計算を行っても、保険料額が実際に計算及び更正されるのは月次処理後

です。

1 ２

３ ４ ５

・「賦課業務」について
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・「所得入力」について １検索画面

・「所得入力」を行う対象の方を検索します。

①まず、「検索対象情報」を選択します。選択肢として、「住民基本台帳情報」

「外国人登録情報」「住登外登録情報」「被保険者情報」があります。

②「生年月日」や「氏名カナ」等を入力し、対象者を指定します。

*1 検索条件が複数あるほど、対象者を絞り込むことができます。

*2 「生年月日」で検索する場合

（例）生年月日：昭和１６年４月１日

和暦「3160401」または西暦「19410401」と入力し検索を行います。

※和暦検索の場合「1:明治、2:大正、3:昭和、4:平成」となっております。

この画面では、①「検索対象情報：被保険者情報」②「地方公共団体コード：472018」③「性別：女」④「生年月

日：3120205」⑤「氏名カナ：リ」（＊「リ」で名前が始まる方）で検索しております。

該当候補者が、画面に表示されますので、対象者を選択し、「相当年度」を入力し、画面右下の「選択」ボタンをク

リックします。※「相当年度」：令和6年度の所得入力をしたい場合は「506」と入力します。

相当年度を入力

確定後にクリック

リ

6 



・「所得入力」について ２入力画面1

8

6

7

２

３
4

5

1

注意 :「対象者」･「相当年度」が正しいか再度確認し、入力します！
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・「所得入力」について ２入力画面2

入力後にクリック6

78

入力内容が正しいことを確認後にクリック入力内容に誤りがある場合にクリックし、再度入力後⑥へ

２

３
4

5

1

「所得照会書」等の資料をもとに、該当する項目に入力を行います。

①「申告」に該当する項目を選択します。選択肢として、「住民税申告」「前照回答」

「簡易申告」「未申告」「前照回答依頼中」「簡易申告出力中」があります。

※「所得照会書」をもとに入力する場合には「前照回答」を選択します。

※「簡易申告書」をもとに入力する場合には「簡易申告」を選択します。

②「課税非課税区分」に該当する項目を選択します。選択肢として、「課税」「非課税」

「不明」があります。

※「所得割額」が0円でも「均等割額」に金額が記載されている場合は「課税」となります。

※「簡易申告書」において、入力を行った場合は「不明」となります。

ただし、1月1日時点で海外在住の方に関しましては、「課税」となります。

※「不明」の例として、住民基本台帳が抹消された後に本人申請で再設定した

時等があります。

③「住民税課税標準額」を入力します。※自動計算されませんので入力が必要です。

※住民税課税標準額＝総所得金額－総控除金額（1,000円未満切り捨て）

④「扶養控除対象者」が記載されている場合には、入力が必要となります。

「候補者」･･･控除する必要があるかの判断を要する

「対象者」･･･扶養控除する必要がある

「対象外」･･･扶養控除する必要がない

右端に「19歳未満16歳以上の人数」、右から二番目の欄に「16歳未満の人数」を入力します。

⑤ 所得照会書等をもとに、該当する所得情報等を入力します。

⑥ すべての項目を入力後、右下の「確認」ボタンをクリックします。

⑦「確認」ボタンをクリックすると「更新」ボタンに変わりますので、再度入力内容が正しいことを確認した後

に「更新」ボタンをクリックします。

⑧ 入力内容に誤りがある場合は、左下に表示が現れます「戻る」ボタンをクリックし、再度入力を行います。

その後「確認」ボタンをクリックして、入力内容が正しいことを確認後、「更新」ボタンをクリックします

◆簡易申告書に関する注意事項

簡易申告書を取るのは以下の方です。

①1/1時点の住所地で申告ができない者（住記職権消除者等）

②各年の1/2日以降に外国より転入した者

がシステムから出力されても、上記の対象者以外は簡易申告をとることはせず、税務担当課での申告を促すようにし

てください。

注意 :「対象者」･「相当年度」が正しいか再度確認し、入力します！

19歳未満16歳以上の人数

16歳未満の人数
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この場合、標準システムへの入力をどうすれば良いか？
①所得０として入力する

②未申告として入力する

③回答市町村に「未申告」扱いか「所得０」扱いか確認し入力する

３．譲渡所得の特別控除がある場合は、システムに特別控除の額も入力して下さい。

⇒

市町村によって対応が異なっている状況であったため、平成２５年６月１１日事務連絡において

③へ対応を統一するようお願いしております。

⇒電話等で回答市町村税務担当課での取り扱い（「未申告」又は「所得０」のどちらなのか）をご確認いただ

き、入力をお願いします。

２．所得入力の際に住民税課税標準額の入力漏れが多々みられるため、忘れずに入力するようお願いします。

未入力の場合、所得区分判定等に影響があります。

※課税であっても課税標準額の記載がない様式の照会回答書を採用している市町村もあります。その場合は、

回答市町村税務担当課にご確認のうえ、入力をお願いします。

◆所得照会の回答入力作業を行う上での注意事項

被扶養者と未申告両方に○

または

被扶養者のみに○

被扶養者と未申告両方に○

または

被扶養者のみに○

１．照会回答に「被扶養者で未申告」、または「被扶養者」のみに○で回答されている（所得情報が確認できない）場合

9 



・「仮計算」について１検索画面

・「仮計算」を行う対象の方を検索し、相当年度を入力し、選択

検索方法は同じです。(参考「所得入力」について １ 検索画面)

・「仮計算」について 2入力画面※所得情報が正しくある場合にのみ可能

被保険者や構成員（所得割課標額、減額対象所得等）情報が表

示されているか確認します。

①「個人別加入機関」に、後期高齢者医療制度に加入している月に「1」を、被用者保険の被扶養者に係る

軽減が適用されている月に「5」を入力します。

※左から4月、5月・・・翌3月の順に値を入力

②「計算」をクリック「仮算定結果」に保険料額が表示されます。

該当月に情報を入力1

入力後にクリック2
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・「保険料減免申請」について１検索画面

・「保険料減免申請」を行う対象の方を検索し、相当年度を入力し選択

検索方法は、共通となっております。(参考「所得入力」について １ 検索画面)

・「保険料減免申請」について 2入力画面

「申請書」をクリック。

印刷された申請書を被保険者に記入してもらい、必要書類を添付

の上、広域連合へ提出。（市町村にて控えをとっておくこと）
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・「被扶養者情報登録」について

今回は、「資格業務」を選択します。

「被保険者修正」を選択します。

12 



・「被保険者修正」を行う対象の方を検索し、「選択」します。

検索方法は、共通となっております。(参考「所得入力」について １ 検索画面)

①履歴を確認し、最新履歴を選択後、修

正をクリック

・「被保険者修正」について １検索画面

13 



・「被保険者修正」について ２入力画面1
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枠内を保険証等をもとに入力。

※入力前の注意：必ず被扶養者だったかを確認してください。社会保険等の被保険者本人の場合は該当しません。

資格確認書で確認する場合 資格情報のお知らせで確認する場合

※ 資格情報のお知らせでは本人か被扶養者の確認

①　被扶養者軽減開始日 → 認定年月日 ができません。

協会けんぽでは枝番00が本人で01以降は被扶養者

②　加入保険者番号 → 保険者番号 との確認が取れていますが、一部の健康保険組合

ではランダムで附番されているため、必ず聞き取

③　加入保険者名 → 保険者名称 りにて確認をお願いします。

①　被扶養者軽減開始日 → 資格取得年月日

②　加入保険者番号 → 保険者番号

※国民健康保険組合は国保のため該当しません ③　加入保険者名 → 保険者名称

入力後、「確認」をクリックし、画面を確認後、「更新」をクリック。

・「被保険者修正」について ２入力画面2

①

②

③

①

②
③

沖縄 次郎

沖縄 太郎
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３．収納編

「沖縄県後期高齢者医療広域連合電算処理システム（標準システム）」を起動し、

「ユーザー名」と「ログインパスワード」を入力しログインを行う。

・「ログイン」について
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今回は、「収納業務」を選択します。

・「収納業務」について

・市町村で基本的に使用するのは、図中の太枠で囲っている①～⑦のボタンになります。

【照会処理】

①「収納状況」期割情報、収納・還付情報、および滞納者情報を照会します。

【データ登録処理】

②「期割情報」期別保険料額や徴収方法などの期割情報の登録、修正および削除をします。（「賦課・収納整合性確認

リスト」を基に修正する際に使用。）

③「収納情報」収納済み保険料や還付充当などの収納・還付情報の登録、修正および削除をします。（市町村システム

に登録されている保険料の収納情報を、標準システムに登録・修正に使用。）

④「滞納者情報」保険料の滞納者情報の登録、修正および削除をします。（市町村システムで督促状や催告書を発送し

た情報や不納欠損の情報登録に使用。

※「期割情報」、「収納情報」及び「滞納者情報」は市町村（又は契約システム業者）において、データを作成してオ

ンラインファイル連携ツールにアップロードすることで標準システムに登録しています。その為、実際に上記ボタ

ンを使用するのは、データが漏れている分の登録や修正等の場合のみです。

⑤「還付未済額」保険料の還付未済情報の登録および修正をします。（年度集計資料の還付未済額の欄に表示させるた

めだけに使用）

【帳票作成処理】

⑥「収納日計表」標準システムに登録されている収納情報を日ごとに確認できる日計表を出力します。

データは夜間処理にてＰＤＦ形式で作成され、翌日にオンラインファイル連携ツールにて送信されます。

⑦「収納月計表」標準システムに登録されている収納情報を月ごとに確認できる月計表を出力します。

データは夜間処理にてＰＤＦ形式で作成され、翌日にオンラインファイル連携ツールにて送信されます。

更正されるのは月次処理後です。

1

2 3 4 5

6 7
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・「期割情報」について 検索画面

・「期割情報登録」を行う対象の方を検索します。

①まず、「検索対象情報」を選択します。選択肢として、「住民基本台帳情報」

「外国人登録情報」「住登外登録情報」「被保険者情報」があります。

②「生年月日」や「氏名カナ」、「被保険者番号」等を入力し、対象者を指定します。

*1 検索条件が複数あるほど、対象者を絞り込むことができます。

*2 「生年月日」で検索する場合

（例）生年月日：昭和１６年４月１日

和暦「3160401」または西暦「19410401」と入力し検索を行います。

※和暦検索の場合「1:明治、2:大正、3:昭和、4:平成、5:令和」となっております。

1 ２

３ ４

５

1

２
２

地方公共団体コード、相当年度、賦課管理番号を入力後、選択をクリック。

この画面では、①「検索対象情報：被保険者情報」②「性別：女」③「生年月日：3140401」④「氏名カナ：ナ」

（＊「ナ」で名前が始まる方）で検索しています。

候補者が画面の下部分に表示されますので、対象者を選択し「相当年度」「賦課管理番号」を入力したあと画面右下の

「選択」ボタンをクリックします。

※「相当年度」：令和6年度分の入力をしたい場合は「506」と入力します。

「賦課管理番号」は通常「01」です。

1

2 3
4
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・「期割情報登録」について 画面表示について

1 ２ ３ ４ ５ ６

①「賦課年度」市町村システムでの調定年度。

②「徴収方法」特別徴収の場合は「１」、普通徴収の場合は「２」

③「期別」市町村システムの期 ※1期は「０１」と入力

④「期割情報種別」賦課確定分は「１」、賦課未確定分（本賦課前の特別徴収仮徴収分）は「２」

⑤「期別保険料額」市町村システムの期ごとの金額

⑥「納期限」普通徴収の納期毎の期限（特別徴収は入力は不要）

※期割情報登録や修正は、市町村システムにて作成された保険料情報を取り込み、期割情報を作成した後に行い

ます。保険料情報が取り込まれていない場合は、期割額も変更されていません。その為、標準システムと

市町村システムとでは保険料調定額が異なることになり、集計資料や報告等に支障がでます。

※毎月１日と２１日に配信される、「賦課・収納整合性確認リスト」を確認し、エラーチェック及び修正を

お願いします。

地方公共団体コード、相当年度、賦課管理番号を入力後、選択をクリック。

19 



「年間保険料額:28,200円」と期割情報内の「期別保険料額:合計額56,400円」が

合っていないので、市町村システムの期割額をもとに修正を行います。

注意 :「対象者」･「相当年度」が正しいか再度確認し、入力します！

・「期割情報登録」について 期割情報修正について

⑤「期別保険料額」の合計と「年間保険料額」が合っているかを確認し、

「確認」ボタンをクリック後、「更新」をクリック。
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・「収納情報登録」について 検索画面

・「収納情報登録」を行う対象の方を検索し、相当年度を入力し、選択

検索方法は、共通となっております。(参考「期割情報」について 検索画面)

・「収納情報登録」について 画面表示について

1 ２ ３ ４ ７ ８ ９６５

21 



◆広域電算システム（標準システム）収納業務に係る情報の月次連携作業◆

①

②

③

※

◆注意点◆

・『賦課・収納整合性確認エラー（期割エラー）』について

毎月21、1日共にエラー内容を確認、入力修正削除のうえ、解消をお願いします。

・『収納・滞納者整合性確認エラーリスト』について

【21日配信エラーリスト（20日時点）】

【翌1日配信エラーリスト（31日時点）】

例【収納・滞納者情報整合性確認エラーリスト】に次のエラーが出ている場合

　〇R6普徴の納期限3月末に対して「滞納者情報または猶予情報が存在しない」

　市町村システムで確認すると収納しているため収納情報を手入力→その後月次の収納情報を送信

　→「過誤納エラー」（警告）重複納付扱いとなる。

毎月1日・21日にオンラインファイル連携ツールで配信されている「賦課・収納整合性確認エラーリスト」「収

納・滞納者整合性確認エラーリスト」を確認します。このリストで被保険者ごとに賦課・収納・滞納情報の整合性

がとれているかを確認することができます。エラーがあれば修正を行ってください。

毎月【10日】までに「期割情報」、【15日】までに「収納情報」、【20日】には「滞納者情報」を送信

※送信日は目安ですので、任意の日に送信いただいても差支えはありません。

①の各情報を送信した翌日にオンラインファイル連携ツールで配信される連携結果リストで、エラーや警告が出て

いないか確認します。エラーがあれば各リストで内容を確認し手入力またはデータ送信にて修正します。

※エラーの修正は修正後の各情報を送信するか、オンライン画面で手入力することができます。

年度末には標準システムと市町村システム内の情報を一致させる作業を繰り越し行う必要があります。

出納整理期間後の6月にまとめて取り掛かるのではなく、毎月末の年度集計資料と市町村データとの突合をお願い

いたします。

期割、収納、滞納者情報送信後の整合性が確認できるため、エラーがあれば修正する必要があります。また20

日までに期割、収納、滞納者情報を送信できなかった（市町村システムでの情報の取り扱い上このスケジュー

ルでは滞納者情報としてあがらない場合等含む）など送信予定のデータで解消ができると思われるエラーにつ

いては、31日の整合性確認時までには送信してください。

普徴の当月納期到来分が収納・滞納者整合性確認エラーとしてあがります。当該収納・滞納者情報は翌月の月

次データに含まれる為、月次を送信することで解消されますので、このエラーに対する手入力等の修正は不要

です。（収納情報を毎営業日送信している市町村は対象外）

※収納情報は送信された情報を履歴ごとに積み上げて管理しています。

　整合性確認リスト等にエラーがあがっていても、月次の収納情報を送信することで解消されるものについては手

入力を行わないでください。

　月次の収納情報と内容が重複し、標準システム内で重複納付扱いとなってしまいます。

各整合性確認リストと併せて、「年度集計資料」も配信しています。年度集計資料は標準システム内の賦課・収

納・滞納情報を賦課年度ごとに集計した資料です。市町村システムと標準システムの収納関係情報に相違がないか

ご確認ください。
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